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さしあげます

ゆずってください

▷コーナー用テレビ台（戸棚付き）　▷ベビーカー（バギー式）　
▷ベビーベッド用ガード（クッション製）　▷ベッド（ロフト
式）　▷ハムスター用ゲージ　▷犬・猫用ゲージ　▷工業用
ミシン　▷ベビーバス

▷茶釜　▷芝刈り機　▷浴室用混合水栓（シャワー付き）　▷
調理用ボウル　▷卓上ポット（ステンレス製）　▷自転車（大
人用）　▷ガスコンロ　▷アップライトピアノ

不
用
品
情
報（
無
料
）

放射線量の測定値

談相種各 （7月15日～8月14日）

相　　談 場　　所 期　　　　日 時　　　間 問い合わせ

法律(予約制） 産業文化会館
2階会議室

7月25日㈫ ※ 予約はその月の１日
から(土・日曜日、祝
日の場合は翌日）

午前9時20分～正午 地域づくり支援課
（内線252）8月10日㈭ 午後1時40分～ 4時20分

消費生活
多重債務 市役所 毎週月～金曜日(祝日を除く） 午前9時30分～午後3時

30分
消費生活センター
（内線495）

結婚 VIVAぎょうだ 8月6日㈰　 午前10時～正午
NPO法人行田結婚
支援センター☎090
―2416―9692

不動産 市役所 7月19日㈬ 午前9時～正午
公益社団法人埼玉県宅
地建物取引業協会北埼
支部☎562―5900

  相続、遺言、離婚、
  日常生活の困り事 VIVAぎょうだ 8月9日㈬※予約制 午後1時～ 5時

(受け付けは午後4時まで)
埼玉県行政書士会埼北
支部☎554―2702

夫婦関係・DVなど
（予約制） VIVAぎょうだ

毎週木・土曜日　
※ 各土曜日は市内在住の方を対象に電話
相談も受け付けます。

午後1時～４時
(電話相談は午後1時～ 2時)

VIVAぎょうだ
☎556―9301

内職 市役所 毎週月～金曜日(祝日を除く） 午前9時～午後5時 商工観光課
（内線383）

人権 忍・行田公民館 8月9日㈬ 午後1時30分～ 3時30分 人権推進課
（内線221）

税務(予約制）
関東信越税理
士会行田支部
（市役所前）

毎週水曜日(祝日を除く)※予約受け付け
は毎週月・水・金曜日(祝日を除く)の午前
10時30分～午後3時30分

午後1時～ 4時
関東信越税理士会
行田支部
☎554―1411

水道料金の
夜間納付 水道庁舎（前谷） 7月25日㈫、8月8日㈫ 午後5時15分～ 7時 水道課

☎553―0131

・測定箇所　行田消防署本署地内　・測定高　１メートル
6月19日㈪  午前11時 0.06マイクロシーベルト(晴れ)　午後3時 0.06マイクロシーベルト(晴れ）

今月の納期
固定資産税・都市計画税  ・・・・・2期
国民健康保険税 ・・・・・・・・・1期
介護保険料 ・・・・・・・・・・・1期
後期高齢者医療保険料 ・・・・・・1期

納期限　7月31日㈪
市税の納付には、｢安心！確実！便利！｣
な口座振替をご利用ください。

　日本遺産の認定や、ラグビーワールドカップ、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控え、
今後外国人観光客の増加が見込まれます。
　そこで、本市では外国人旅行者の受け入れ環境整備の一環として外国語を話せる方を募集し、本市の魅力を
観光客へ発信していただきます。そのために、行田市観光ボランティアを講師に迎え、日本語の観光ガイドを
聞きながら市内を歩き、本市について学習する講座を開催します。

外国語観光ガイドボランティア養成講座

▶対　　象　外国語を話せる方（国籍は問いません）
▶参 加 費　無料
▶そ の 他　１コースからでも参加可。
▶申し込み　 各コース開催2週間前までに直接または電話

で商工観光課
▶問い合わせ　同課観光担当（内線382）

　 期　　日 コース名

第１回 8月24日㈭ 忍城址コース

第２回 9月7日㈭ さきたま古墳コース

第３回 9月21日㈭ 古代蓮の里コース

第４回 10月5日㈭ 寺社めぐりコース

第５回 10月19日㈭ 日本遺産のまち 足袋蔵めぐりコース

　今年の夏の気温は平年並もしくは平年より高いと
いう予報が発表され、今後厳しい暑さが予想されま
す。熱中症など体調管理に十分気を付けながら、無
理のない範囲で節電への協力をお願いします。
　節電は地球に優しいだけでなく、電気料金を抑え
ることができ、家計にも優しい取り組みです。家庭
でできる簡単なことから節電を始めてみませんか。

家庭でできる節電対策　
・ エアコンを使用する場合は28度を目安に設定しま
しょう。扇風機や送風機を併用すると冷房効率が
上がり、より効果的です。
・ 使用していない照明を小まめに消しましょう。
・ 長時間使用していない電気製品のプラグをコンセ
ントから抜きましょう。

▶問い合わせ　環境課環境政策担当☎556―9530

夏季の節電をお願いします

夏のエコライフDAYにご参加ください
　「一日環境に良いことをする日」を決めて、チェッ
クシートを基に、省エネ・省資源など環境に配慮し
た生活を送る「エコライフDAY」。市では、参加する
自治会・団体・企業を募集しています。「エコライフ
DAY」に参加して、今のライフスタイルを見直して
みませんか。

▶対象　参加者3人以上の自治会・団体・企業
▶ その他　個人での参加は、環境課または各公民館
で配布しているチェックシートに記入してくださ
い。また、行田環境市民フォーラムの協力により
回収ボックスを各公民館に設置していますので、
ご利用ください。
▶ 申し込み・問い合わせ　7月31日㈪までに同課環
境政策担当☎556―9530

年金請求書の手続き漏れがありませんか
　老齢年金を受け取るために必要な期間（受給資格期間）が、
25年から10年に短縮されることになりました。日本年金機
構では、これまでに対象となる方に黄色の封筒（A4サイズ）
をお届けしています。制度の開始は、8月1日（最も早い年金
のお支払いは平成29年10月）です。まだ請求手続きをされ
ていない方は今すぐねんきんダイヤルへ電話し予約の上、年
金事務所で手続きを行ってください。

▶問い合わせ　ねんきんダイヤル☎0570―05―1165

浄化槽の適正な維持管理をお願いします
　家庭の庭先に埋設された浄化槽は、トイレ排水などの汚
水を処理するもので、生活に欠かせない大変重要な施設で
す。汚水は浄化槽の中の微生物の働きにより浄化され、最
後に消毒され側溝などに放流されます。
　微生物が十分に働けるように、たまった汚泥の引き抜き
や装置の調整、そして消毒薬の補充などの維持管理を行わ
ないと、故障により多額の費用を要したり、悪臭で近隣に
迷惑を掛けたりする恐れがあります。
　このため、浄化槽を使用している方には維持管理として
次の3つが法律により義務付けられています。
⑴ 保守点検…浄化槽の運転状況の点検や調整、修理、消毒
薬の補充など（年3回以上）
⑵ 清掃…浄化槽内にたまった汚泥の抜き取りなど（年1回以上）
⑶ 定期水質検査…保守点検・清掃が適正に行われているか、
放流水の水質は良好であるかなどの検査（年1回）
　これらの維持管理について、浄化槽を使用している方が
それぞれ清掃業者などに依頼（委託）しなければなりません。
浄化槽をご使用の皆さんには、浄化槽の機能が十分に発揮
するよう適正な維持管理をお願いします。

▶ 検査申し込み　一般社団法人埼玉県浄化槽協会☎048―
501―5707
▶問い合わせ　環境課環境政策担当☎556―9530


